






要約:埼玉県では一部の保健所で、昭和58 年から乳幼児発達相談(経過観察健診)が始めら

れ、その後、実施する保健所は次第に増加した。はじめは従事スタッフは小児科医、保健

婦だけであったが、言語訓練士、理学療法士も参加するようになり、療育機能もそなえる

ようになった。平成4年度から、予算措置が行われ、現在の型式の健診、療育事業となっ

た。平成 6年度は 13保健所(平成 7年度は 14保健所)で実施されており、今後、全保健所

での実施が期待される。現在この事業は、地域における二次健診機能、療育機能としての

役割をはたしているが、まだ不十分であり、今後さらに充実されることが期待される。こ

れからも保健所が中心となり、境界児、発達遅滞児の経過観察健診、地域療育事業を行っ

ていくことが望まれる。


